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令和７年１１月２７日 福祉保険部

児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定の取消しについて

１ 趣旨

指定障害児通所支援事業者である一般社団法人杪の杜に対し、児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第２１条の５の２４第１項の規定に基づく行政処分を令和７年１０月２３日に行いました。

２ 対象事業者

(１) 法 人 名： 一般社団法人 杪の杜

(２) 代 表 者 名： 代表理事 村上 千鶴

(３) 所 在 地： 帯広市西１９条南１丁目７番地３０

３ 対象事業所

(１) 事 業 所 名： もくの木たいせつ

所 在 地： 旭川市６条通８丁目３７番地の２２

サービス種類： 児童発達支援及び放課後等デイサービス

指定年月日： 令和６年４月１日（令和７年９月１日から令和８年３月３１日まで休止中）

(２) 事 業 所 名： もくの木ほうえい

所 在 地： 旭川市豊岡７条４丁目４番３号

サービス種類： 児童発達支援及び放課後等デイサービス

指定年月日： 令和６年４月１日

４ 処分内容

・指定障害児通所支援事業者の指定を取り消す。

サービス種類： 児童発達支援及び放課後等デイサービス

根 拠 法 令： 児童福祉法第２１条の５の２４第１項第５号、第６号及び第１１号

指定取消年月日： 令和７年１１月３０日

５ 処分の原因となる事実（※両事業所共通）

（１）運営基準違反（児童福祉法第２１条の５の２４第１項第５号）

令和６年４月から同年１０月までの間、旭川市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例（令和元年旭川市条例第3号）に規定する通所支援計画等の作成に係る一連の業

務を適切に行わなければならないと認識していたにもかかわらず、一部の児童を除き当該計画等を

作成していなかった。

（２）不正請求（児童福祉法第２１条の５の２４第１項第６号）

令和６年４月から同年１０月までの間、不正な行為との認識があった上で、定員超過利用減算の

適用を免れるために、児童の通所支援の利用日を利用していない日に付け替える等各種記録を改ざ

んし、障害児通所給付費を不正に請求した。

また、同期間、通所支援計画等の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合は、通所支

援計画等未作成減算を適用しなければならないことを認識していたにもかかわらず、減算せずに障

害児通所給付費を不正に請求した。

（３）不正な行為（児童福祉法第２１条の５の２４第１項第１１号）

令和６年４月から同年１０月までの間、不正な行為との認識があった上で、定員超過利用減算の

適用を免れるために、児童の通所支援の利用日を利用していない日に付け替える等各種記録を改ざ

んしたという、不正な行為をした。

５ 処分に伴う返還額等（概算）

１４,０２９,５１２円

※ 不正の行為により請求し受領した給付費１０,０２１,０８０円を返還させるほか、児童福祉法

第５７条の２第２項の規定により、返還させる額に１００分の４０を乗じて得た額を徴収する。


